
１）１年以上滞納している場合

通　常  本人負担（１割）

　　　　　※一定以上所得者は、保険給付が８割又は７割。本人負担が２割又は３割になります。

滞　納

２）１年６ヶ月以上滞納している場合

通　常  本人負担（１割）

　　　　　※一定以上所得者は、保険給付が８割又は７割。本人負担が２割又は３割になります。

滞　納

３）２年以上滞納している場合

通　常  本人負担（１割）

　　　　　※一定以上所得者は、保険給付が８割又は７割。本人負担が２割又は３割になります。

滞　納  本人負担（３割）

　※現役並み所得者（通常、保険給付が７割、本人負担が３割の者）は、保険
給付が６割。本人負担が４割になります。

サービスを利用した際の自己負担は、通常はかかった費用の１割、２割又は
３割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとら
れます。

　費用の全額を本人が支払い、申請（支払済の領収書添付）により、あとで保
険給付分が支払われます。

　費用の全額を本人が支払い、申請（支払済の領収書添付）後も保険給付の一
部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられま
す。

　サービスを利用するときに自己負担が３割（又は４割）になり、高額介護
（介護予防）サービス費等が受けられなくなります。

介護保険料を滞納すると・・・

【問い合わせ先】

坂東市介護福祉課介護保険係

電話 0297-35-2121 内線1171

保険による給付（９割）

本人負担（全額）

保険による給付（９割）

本人負担（全額）

保険による給付（９割）

保険による給付（７割）


